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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

（答）

1 アジア地域における民法制定・改正作業

民法のうち財産法に関する分野については，委員ご指摘の

, - とおり，21世紀の到来間近の時期から,アジア地域におい

O; ても（注1) ,中国,ベトナム，カンボジア等で，民法の制
定又は全般的な改正が行われているものと承知している。

2各国の民法の内容の共通性及びヨーロッパの民法改正の影

響

､各国にお吠る民法の改正内容は，それぞれの国の歴史的・

文化的なバック・グラウンドや我が国を含め法整備を支援し
た国の影響を受けて，異なるものとなっていると承知してい

る （注2） 。

もっとも,各国ともに，ドイツやフランス等の民法のほか，

ウィーン売買条約(注3)といった国際条約などを参照して，
民法の制定・改正作業が行われており，それらの影響を受け
ているものと承知している｡

その結果，例えば，売買の目的物の品質が契約の内容に適

合しない場合における売主の責任については，我が国で言う
契約責任説の考え方によったルールが採用されているという
点で共通していると承知している。

℃

(注1） アジア地域における民法（財産法）の制定・改正の状況は以

下の通りである。

中国： 1999年に契約法， 2007年に物権法， 2009年に不法
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べﾄ享妻=競鍜黙霊雪辮碇された。
カンボジア：2007年に民法が制定された。

台湾： 1999年に債権法， 2008年に民法総則が改正された。
韓国：債権法の改正作業中である。

(注2） 例えば，中国は，自国が中心となって， ドイツ民法や日本民

法を参照しつつ契約法の制定作業を行ったのに対し，ベトナムやカ
ンボジアは日本の支援を受けて民法の制定又は改正作業を行ってい
る。

また，日本の支援を受けて民法の制定又は改正作業を行ったベトナ

ムとカンボジアについても〉改正前のベトナム民法は旧宗主国である

フランス法の影響を受けており，その内容が改正されずに残っている

部分があるが,カンボジア民法は新たに制定されたものであるという
違いがある。

(注､3） 国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG, 198
8年発効） 。 日本は2008年7月に加入し,、 2009年8月に効2009年8月に効… I ゴー／ンJノ O Hタ

○ 必
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カを牛じている。
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平成29年5月9日（火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

2問今回の民法改正において，大陸法的である部分と英
米法的である部分はどこか，法務当局に問う。

（答)：

1 大陸法的である部分

今回,改正対象となっている民法のうち債権関係の規定は，
ドイツやフランスといった大陸法系の国の民法の影響を強く
受けて制定されたものと言われている。

・ 我が国の民法における大陸法的な特徴としては，例えば,
パンデクテン方式を採用している点や，法律行為という概念
を用いている点などが挙げられるが，今回の改正でも， これ
らの点は維持されている。

2英米法的である部分‘

他方，英米法に由来する規定としては，イギリス法に沿革
を有する民法第416条の損害賠償の範囲に関する規定を挙
げる､ことができるが（注1） ，今回の改正でも， この規定の
基本的な考え方は維持されている（注2） 。
3 近時の諸外国の改正の潮流

もつとも，近時の諸外国における民法改正においては，大
陸法や英米法に特徴的な規律が採用されにくくなっている傾
向にあると言われている（注3） 。

卜4特徴的な改正項目

今回の我が国の改正においては，売主の暇疵担保責任の規
・定について，売買の類型を問うことなく，種類，品質又は数
量に関して目的物が契約の内容に適合しない場合には,買主
は,①その修補等の履行の追完の請求（第562条) ，②代
金減額の請求（第563条) ，③第415条の規定による損
害賠償の請求（第564条）及び④第541条・第542条
の規定による契約の解除（第564条）をすることができる
こととしている。

C

C
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この改正法案の規定は，法定責任説という比較法の観点か

らは一般的でない考え方を採らないことを明確にし,他方で，

大陸法と英米法の双方の影響を受けたウィーン売買条約の内

容と整合的なものであるという点で，近時の諸外国の法律と

も調和的な内容になっているものと考えられる (注3） 。

(注1）イギリス法における損害賠償の範囲のルールは，ハドリー対バ

クセンデール事件判決によって確立されており，第416条はこれ

を参照して作られた規定であるとされている。

(注2）第416条については,特別の事情に基づく損害賠償請求の要

件（第2項）に関して,現在の裁判実務を踏まえて， 「予見し，又

は予見することができたとき」 との要件を「予見すべきであったと

き」 と改めているざ

(注3）なお’近時は，特に契約法に関する分野については，英米法に

特有な規律は英米法系の諸国においても減少しており （例えば， ア

メリカにおける約因など），今回の改正案でも，英米法に特有な規

b

＄

律を採用したものはないと考えられる。
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平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

3問 日本の民法が国際取引で適用される準拠法となるこ
との重要性と条件は， どのようなものか，法務当局に問
う。 ‘

（答）

1日本民法が国際取引における準拠法となることの重要性
国際取引における契約では，契約の準拠法を両当事者の合
意に基づいて選択することがあるが（注) j 日本企業にとっ
ては， 日本法を準拠法とすることができれば，契約内容及び
その後の法的リスクを容易に理解し，予測することができる
ため,国際取引における法的コストを低減することができる
という利点がある。したがって， 日本の民法が国際取引で適
‘用される準拠法となることは，我が国にとって重要な意義を
有していると認識している。
2 準拠法選択の条件

そして,契約当事者が準拠法を選択する際の条件としては,
その法律の内容が明確で，国際的にも理解しやすく，透明性
の高いルールであるかどうかが重要であり， この点では，今
回の改正法案は， これらの条件を満たす方向のものになって
いると認識している。

もっとも，準拠法として選択されるに当たっては，それ以
外にも,契約当事者間の力関係によって一方当事者にとって
有利な準拠法が選択されることがあり，ルールとしての合理
性や透明性のみが，準拠法として選択されるための条件であ
るとは，必ずしも言い難い状況にあるものと承知している。

C

ｒ
Ｉ

C
’

（注） 法の適用に関する通則法第7条は以下の通り定める。
（当事者による準拠法の選択）

第7条法律行為の成立及び効力は，当事者が当該法律行為の当時に選
択した地の法による。
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平成乞
古川
9年5月9日 （火）
俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

！

4問改正法案の立案過程において，民法の構成を変えよ
うという議論はなかったのか,法務当局に問う。 ＝

（答）

1 編成に関する議論

法制審議会においては，民法における編や章の構成につい
ても,見直しの要否が検討された。

具体的には，契約総則と債権総則の規定を一体化するとい
う （委員ご指摘の）考え方も検討対象とされた。この考え方
は，債権総則と契約総則には債務不履行があった場合につい
ての関連性の深い規定が分断されて配置されていることから，
これをまとめて配置した方が分かりやすいという考え方によ
るものであると承知している （注） 。
2編成の見直しに対する批判

もっとも，この考え方によれば，契約に関するルールと契
約以外に関するルールとを同じ章に配置することになるので，
個々の条文の適用範囲を条文毎に明示する必要が生ずるなど，
かえって分かりにくくなるのではないかとの批判がある。
また,構成を見直すことによって内容が理解しやすいもの
となるとは限らないとする意見のほか，現在のパンデクテン

方式は論理的で分かりやすいとして，積極的にこれを維持す
ることを支持する意見もあった。
3結論

以上のような議論を踏まえ，今般の改正においては，現行
法の構成を維持することとしたものである。

ロ

℃

(注） 民法（債権関係）部会第20回会議大村敦志幹事参照
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平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局）

蔵同冊Wc

問う。

.又Vノそ

qUU生グ己

(答）

法制審議会においては，市民社会の構成員が多様化し，構
成員の問には経験，知識等において格差が生じていることな
どから， 「消費者」の概念を民法に取り入れるかどうか，取
り入れる場合にこれらの概念をどのように定義するか，取り
入れる場合にどのような規定を民法に設け， どのような規定
を特別法に委ねるのか等が議論された（注1） 。

しかし，民法は，私法の一般法であり，そのことを踏まえ
ると，取引当事者の情報や交渉力の格差の是正を図るなど消
費者の保護それ自体を目的とする規定を設けるのであれば，
特別法である消費者契約法などによることが基本になるもの
と考えられる（注2）｡ 。

そこで，改正法案においては，消費者に関するルールを設
けることとはしないこととしたものである｡

なお, ご指摘の約款に関するルールは，確かに消費者保護
に資する面があるとの評価がされているものと認識している
が、その適用範囲は事業者と消費者との間の取引に限定され
ているものではない．

○

'○

r

(注1） 中間的な論点整理においては以下のような記載があった。
●

O中間的な論点蕊理篭6

． 'u又WL

例えに

顎の蓮 寺日11 謡

弩改
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必要があるかについて，更に検討してはどうか。

①消費者契約を不当条項規制の対象とすること（前記第31）

②消費者契約においては,法律行為に含まれる特定の条項の一部に

ついて無効原因がある場合に，当該条項全体を無効とすること（前
記第32， 2(1)）

③消費者契約においては，債権の消滅時効の時効期間や起算点につ

いて法律の規定より消費者に不利となる合意をすることができな

いとすること （前記第36， 1(4)）

④消費者と事業者との間の売買契約において，消費者である買主の

権利を制限し，又は消費者である売主の責任を加重する合意の効
力.を制限する方向で何らかの特則を設けること(前記第40，4(3)）

⑤消費貸借を諾成契約とする場合であっても，貸主が事業者であり

借主が消費者であるときには， 目的物交付前は,借主は消費貸借
を解除することができるものとすること （前記第44， 1(3)）

⑥貸主が事業者であり借主が消費者である消費貸借においては，借
主は貸主に生ずる損害を賠償することなく期限前弁済をすること

ができるとすること （前記第44， 4(2)）

⑦消費者が物品若しくは権利を購入する契約又は有償で役務の提供

を受ける契約を締結する際に, これらの供給者とは異なる事業者

との間で消費貸借契約を締結して信用供与を受けた場合は，一定

の要件の下で，借主である消費者が供給者に対して生じている事

由をもって貸主である事業者に対抗することができるとすること
（前記第44， 5）

⑧賃貸人が事業者であり賃借人が消費者である賃貸借においては，
終了時の賃借人の原状回復義務に通常損耗の回復が含まれる旨の

特約の効力は認められないとすること （前記第45， 7(2)）

⑨受任者が事業者であり委任者が消費者である委任契約においては，
委任者が無過失であった場合は，受任者が委任事務を処理するに

当たって過失なく被った損害についての賠償責任（民法第650

条第3項）が免責されるとすること （前記第49， 2(3)）

⑩受託者が事業者であり寄託者が消費者である寄託契約においては，
寄託者が寄託物の性質又は状態を過失なく知らなかった場合は，
これによって受寄者に生じた損害についての賠償責任（民法第6

へ

○

C
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61条）が免責されるとすること （前記第52， 5(1)）

⑪消費者契約の解釈について,条項使用者不利の原則を採用するこ

と （前記第59， 3）

⑫継続的契約が消費者契約である場合には，消費者は将来に向けて

契約を任意に解除することができるとすること(前記第60，2(3)）
0

形

2）法制審議会においては，消費者という概念を民法に取り入れる

ことに対しては,情報や交渉力の格差が生じうる場合は当事者が消

費者である場合に限られないことや，法律の適用関係などがわかり

にくくなることを指摘して反対する意見があった｡また,経済団体

を中心に，民法に規定を設ける場合には概括的な規定なる結果，本

来規制すべきでないものについてまで規制することになるとして，

(注2）

b

反対する意見もあった。

一
Ｊ

通
Ｙ
Ｌ
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《
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イ

平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

6問改正法案の立案過程において,商法の商行為編の規
定のうち,総則と売買の規定や寄託の章の総則の規定

を併せて改正するという議論はなかったのか, また，
今後の改正予定はあるのか，法務当局に問う。

(答）

改正法案の立案過程

今回の改正法案は,民法のうち債権関係の規定について，

社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うととも

に，国民一般に分かりやすいものとする観点から,全般的な

見直しを行うこととして，その立案がされたものである。

その際には，現行商法の関係規定についても検討の対象と

し，私人問の取引一般に妥当する規律であると考えられるも
のについては，その要件を見直して民法に移設することとし

ている。

例えば，①対話者間において契約の申込みを受けた者が直

ちに承諾をしなかったときは，その申込みは,その効力を失
う旨の規定，②法令又は慣習により取引時間の定めがあると

きは，その取引時間内に限り，債務の履行をし，又はその履

行の請求をすることができる旨の規定などについては，民法

に移設することとしている（注1） （注2） 。

他方で，商法中の民法の特則となる規定の中で， これを維
持する必要がないと考えられる規定については，検討の上で
削除することとしている。

例えば，商事法定利率（現行商法第514条）や商事消滅

時効（現行商法第522条）に関する規定については，改正

法案において，法定利率や消滅時効に関する民法の規定を改
めた際に削除することとしている｡

1

b

℃
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2今後の改正予定

もっとも,今回の改正法案の立案に当たっては，商法につ

いて，民法の特則としてj どのような規定を設けておくこと

が適切であるかという観点からの全般的な検討は行われてい

ない。 i

しかし,商法総則及び商行為の規定の一部については，現

代の取引実態に十分に適合していない等の指摘があるものと

承知している （注3） 。
民事基本法制に関する立法課題が数多くあるなかで，商法

総則及び商行為の規定の現代化も重要な課題の一つであると
認識しており，その見直しの要否等について引き続き検討の

上，適切に対処してまいりたい。

｛

℃
保

(注1）これに伴い,整備法案においてj以下のとおり，現行商法の規

定を削除することとしている（整備法案第3条） 。

①対話者間における契約の申込みに関しては，現行商法第507

条を削除し,改正後の民法第525条第3項本文を設けている。

②有価証券に関しては,現行商法第516条第2項及び第517

条から第519条までを削除し，改正後の民法第520条の2

から第520条の20までを設けている。

③取引時間に関しては，現行商法第520条を削除し,改正後の

民法第484条第2項を設けている。

(注2）法制審議会においては，市民社会の構成員が多様化しているこ

となどから， 「消費者」に対する「事業者」の概念を民法に取り入

れるかどうか，取り入れる場合に，事業者間取引に関する特則や当

事者の一方が事業者である場合の特則として，どのような規定を民

法に設けるのか等が議論された。

しかし,民法は，私法の一般法であり，そのことを踏まえると，

多様な事業者が想定される中で適切な規定を設けるこ･とが困難であ

・るとの指摘がされたことなどから（法制審議会民法（債権関係）部

℃
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会第61回会議における佐成委員，大島委員発言） ，改正法案にお

いては， 「事業者」の概念を民法に取り入れるなどの改正は行わな
いこととした。

(注3）例えば，商法第502条の規定は，明治32年の制定当時から

実質改正がされていないが，貸金業者による金銭の貸付けが商行為

に掲げられていないことの合理性については,疑問を呈する見解が

ある。また，改正法案により，商事法定利率及び商事消滅時効の規

定が削除された後に，商行為となることの意義をどのように考える
きかという議論もある。J-a
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平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

6

7間第415条第1項ただし書の帰責事由は，従来の通
説的な考え方である「債務者の故意･過失又は信義則上
それと同視すべき事由」 （過失責任主義）と同じである
のか，それとも異なるのか，法務当局に問う。

(答）

1改正法案に対する批判、

改正法案に対しては，債務不履行による損害賠償責任に関
して過失責任主義を否定し，債務不履行による損害賠償の基

本的な枠組みを大きく変えるものであるなどという指摘があ
るb

も
ウ

2．現行法と過失責任主義

まず， 「過失責任主義」とは，一般に， ある行為について

故意又は過失がなければ損害賠償責任を負わないという考え
方をいう｡

現行法において， この過失責任主義は，不法行為責任に関

する現行法第709条において明示的に採用されている｡他

方，債務不履行による損害賠償責任についても，伝統的な通

℃鬘鰯辱鰯撫鑑篁憲驚窒罵蝋
いる。もっとも，そもそも帰責事由を過失責任主義と関連す

るものと理解するか， また，過失責任主義を前提とするとし
てもその具体的な内容をどのように理解するか，不法行為と

全く同様のものと.理解するのか等については，学説は多岐に
分かれており，必ずしも明瞭ではない(注1） （注2） 。

3 改正法案の趣旨

そこで，改正法案においては, このような学理的な議論に

は踏み込まないで，債務者の帰責事由という現行法の文言を

、

－1－



そのまま維持するこどとしている。

そして，帰責事由の有無の判断に当たって考慮すべき事情

を明確化するため, 『契約その他の債務の発生原因及び取引

上の社会通念に照らして」との文言を加えることとしている

（第415条第1項） 。これは，現在の裁判実務等において

は，帰責事由の有無は,個々の取引関係に即し，契約の性質

や目的等の契約その他の債務の発生原因に関する諸事情を考

慮し,併せて社会通念をも勘案して判断されていることから，

このような実務上の取扱いを明確化するものである。

〆●

℃ 4結論
以上のとおり,改正法案は，債務不履行による損害賠償責

任について，学理的な争いに立ち入らないこととし，従来の

通説的見解からは「過失責任主義」の現れとされている債務

者の帰責事由という要件をそのまま維持しているほか，現在

の実務上の取扱いに従って，帰責事由の有無を判断する際の

考慮事情を明確化するものである（注3） （注4） 。 ：

したがって，改正法案は，従来の通説的な考え方やこれに

基づく実務運用等を否定するものではないと考えられる。

(注1）伝統的な通説（我妻説）は，帰責事由について「債務者の故意

過失又は信義則上これと同視すべき事由」をいうと解している。ま

た，判例（最判昭和30年4月19日）は，賃貸借契約の目的物で

，ある家屋が債務者（賃借人）の妻の失火によって滅失したという事

案において， 「民法第四一五条にいわゆる債務者の責に帰すべき事

由とは、債務者の故意過失だけでなく､履行補助者の故意過失をも

含むものと解すべきである」 と判示している。もつとも， ここでい

う 「過失」が不法行為でいう 「過失」 と同様のものか, 「過失」の

存否を考慮するに当たって実際の契約の内容や契約締結の経緯等の

諸事情を考慮するのかなどについては，必ずしも明瞭とはいい難い。

また，そもそも，帰責事由自体の意味内容の理解についても，学説

･上，見解の対立がある。

℃

－2－



(注2)債務者に帰責事由があることが必要とされている理由について，
伝統的な通説は，過失がなければ責任は問われないとの観点から帰
責事由を債務者の主観的要件と捉え,帰責事由については「債務者
の故意過失又は信義則上これと同視すべき事由」をいうと解し,帰
責事由は普通の過失よりも広いとしていた。

これに対して，現在の学説では，債務者が債務不履行に基づく損

害賠償責任を負うのは,債務者に故意過失があるからではなく，契
約によって債務の履行が義務付けられているからであるなどとする
見解が有力であり，不履行の原因となった事由から生ずるリスクを
その契約において債務者が引き受けていなかった場合には契約の拘
東力は及ばず,帰責事由がないなどとされる。

(注3）現行法の下で，契約その他の債務の発生原因とおよそ切り離さ
れて，注意義務の程度やその義務違反の存否が定まり,そのような
意味での過失がなければ債務者は損害賠償責任を負わないという解
釈があるとすれば，そのような解釈は，改正法案の下では否定され
ることになる。しかし,伝統的な通説（我妻説）がそのような内容
を主張するものとみる明確な根拠は，見当たらない。 、

「過失責任主義」について，このような解釈をする立場から見れ
ば，改正法案は過失責任主義を否定したものと評価されると考えら
れる。

(注4）一部の学者（加藤雅信名古屋大学名誉教授）などから，改正
後の第415条について,過失責任主義を否定じて無過失責任化を
図ったものであり，現在の実務と大きく異なる英米法的な無過失責
任(厳格責任）を導入する法の大転換であって，混乱が生じて法的
安定性が大きく損なわれる上，民法は無過失責任となるものの，商
法は過失責任が維持されて私法体系が分裂しかねないなどとする批
判がされている｡

しかし,改正法案の趣旨は，本文記載のとおり現行法の規律を実
質的に変更するものではなく，また，債務者は自己に帰責事由がな
ければ損害賠償責任を免れるという規律は維持されているので，改
正法案が現行法の下での過失責任を無過失責任に変更し，契約実務
を変えるものであるとの批判は基本的に当たらないと考えられる。
なお,改正後の第415条については,上記と同じ学者などから，
同条はあくまで過失責任主義の観点から債務者の帰責事由を要件と

今

” 、

‘

○

℃
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していると理解することができるとしても， 「社会通念に照らして」
帰責事由の有無を判断する旨の文言が加えられることにより， 当事
者が合意していた事柄についても，あいまいな「社会のルール」で
上書きされる可能性があることから， 当事者の予測を害し実務が安
定しなくなってしまうとの批判もされている。
しかし, このような文言を加えたのは，現在の裁判実務において

も，帰責事由の存否を判断する際に,契約の性質等の債権の発生原
因となった契約に関する諸事情や,取引に関して形成された社会這
念をも考慮して，その内容などが判断されていることを踏まえ， こ
のような判断の枠組みを明らかにしたものである。そのため，当事
者間の合意をおよそ無視して社会通念のみに依拠して帰責事由の存
否を判断するなどといった現在の裁判実務で起きていない事態が生
ずることはないから，当事者の予測可能性を害することにもならな

ろ
いものである。

～

グ
ー
し

上〉

〆勺

凡
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平成29年5月9日 （火）
古川俊治て自民）

‘ 参，法務委員会
対法務当局（民事局）

問今後は，億

の発生原因や酌

になるとすると

競合する事案に
加皇 弾き漣当馬1戸

釘その他の信

必要があるご

毒不履行責任
j-るのではな

（答） 〈

改正法案は,債務不履行による損害賠償責任について，帰責
‘÷､事由をめぐる学理的な争いに立ち入らないこととし，従来の通
○説的見解からは「過失責任主義」の現れとされている債務者の
帰責事由という要件をそのまま維持しているほか，現在の実務
上の取扱いに従って，帰責事由の有無を判断する際の考慮事情
を明文化したにすぎないものである。

したがって，改正法案は現在の実務に大きな影響を与えるも
のではないと認識している。

上）

-． ．1 ．．



』

平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

I

9問第415条第1項ただし書における
債務の発生原因」 と 「取引上の社会通念」
な関係であるのか,優先関係があるのか，
う。

｢契約その他の
とは，並列的
法務当局に問

（答）

法制審議会においては，契約（あるいはその関連事情） と取
引通念をそれぞれ考慮事由として掲げる考え方がある一方で，
その上位概念を，例えば「契約の趣旨」などとして設けること
とし，契約と取引通念を「契約の趣旨」を判断する上でのその

考慮要素とする考え方も主張されていたが，いずれの立場から
も，第415条の帰責事由の判断に当たっては「契約その他の
債務の発生原因」を中心に判断がされるべきであるとの理解が
示されており，少なくとも，当事者間の合意をおよそ無視して
社会通念のみに依拠して法律上の要件の存否を判断するなどと
いった現在の裁判実務で起きていない事態が生ずることはない
という点には,異論がなかったと考えられる。

この意味で，二つの考慮要素のうち, 「契約その他の債務の
発生原因」がより重視されるべき考慮要素であると理解されて
いたものと考えられる。

もっとも，これはあくまでも一般的な理解を大づかみに述べ
たものであり，実際の判断において，そのどちらがより重視さ
れることとなるかは，契約の内容,契約の締結された経緯問
題とされている帰責事由の内容，各当事者が受けた損害の性質
・内容やその程度によって,異なることは当然であるものと考
えられる。

勺

ノ ･‐

○

℃

｡
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|》

平成29年5月9日（火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

10間契約を重視する考え方をとるのであれば,契約書
で明示されていない点について， 当事者間の合意の有
無及び内容を主張立証することになると考えられるが，
これによれば，取引上の一般的なルールを主張立証し

ていた従来の実務が変わることになるのではないか，
法務当局に問う。

（答）

ご指摘のように，実際の裁判実務においては，契約の内容が

争いになった場合に，その点について契約書に明示的な記載が

ないときには，その点に関し,通常は，取引上の一般的なルー

ルに従うのが当事者の意思であるとの理解を前提に，取引上の

一般的なルールがどのようなものであるのかが争点となること

がある。

もっとも，そのようなケースにおいても,取引上の一般的な

ルールとは異なる合意を当事者がしたと認められるのであれば，

取引上の一般的なルールではなく，その合意によって契約の内

容が決せられるのであり，実際の裁判においても，契約書には

明示的な記載がないが，取引上の一般的なルールとは異なる合
意が個別にされていたといった主張がされることもあると認識
している。

その意味では，現在の裁判実務においても，契約書で明示さ
れていない点について，個々の事案によって，取引上の一般的

なルールの存在や， 当事者問の個別の合意の存在が争点となる

ことはあり， あるいは，その双方が争点となることもあるので

あって，契約紛争をめぐる裁判実務が改正法案によって歪めら

れるといったことは想定されないものと考えられる。

f歩.－ 、

0

℃

9

I
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平成29年4月27日 （木） 参・法務委員会
古川俊治（自民） 対法務当局（民事局）

,… ： （答）

O現行法下においても，契約において当事者がどのような義務
を負うのか， あるいは帰責事由の判断がどのようにされるのか
といった問題については，基本的に， 当事者の合意と取引上の
社会通念に基づいて定まるのが原則である。

ご指摘の診療契約もその点では同じであると考えられるが、
他方で,診療契約は人の生命・身体に関わるものであり，本来
は違法行為ともなり得る侵婁行為を内容とするもので，専門家
の地位にある医師が主体となるものであることから,売買，消
費貸借などのごく一般的な取引とは異なる性質を有するものと
考えられる。

℃に姜為職雛臺壽鰯雲雪簔譽皐獣も房警
考えられ， これを当事者の合意によって引き下げることは当事
者の合理的な意思に合致しないものと認められることが通常で
あるし，仮にそのような合意があったと認定するほかないとし
ても，公序良俗などの観点からもそのような合意の効力は直ぢ
には認めにくいものと考えちれろ。
このような意味で，ご指摘の診療契約は, -その他のより一般
的な契約類型とは異なり当事者の合意内容に従って義務違反や
帰責事由の有無を判断するわけにはいかず，むしろ，取引通念
に基づく判断が実際上優先されるべき性質を有しているものと

の際に

従来
受は雅
名寺 圭朔

過誤事件に
皮上の注篶
と整理さ銅
望約子の州

|ユグ囮LL

尚日日美發
王● 圧

の債務の発生原区
れぱ‐王術IFつし、

合照のしの
にの云冨麹卜

レ坐乞七辨ー

他わの

上なｃ

割す技

α占

垂への

有戸

の

→Ｋや胸

－1－
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考えられる。

なお,改正法案においても，帰責事由の判断に当たっては「契
約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照ら」すこ

ととしているのであり（第415条） ，診療契約について，先
ほど申し上げたように整理することと条文の文言との間には矛

盾抵触は存在せず，診療契約に関する判断枠組みが今回の改正
法案の下で変更されるといった懸念は当たらないものと認識し
ている。

(参照条文）

ら
I

℃

ハ

、

←
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改正案 現行

一
一

一

堕杢瞳工型…也里憧遥里壷生厘
因及び取引上の社会通念に照らして債

務者の責めに帰することができない事

由によるものであるときは、この限り

でない｡一

2 （略）

_(債務不履行による損害賠償）

隻四亘士亜全債務者がその債務の本旨
lこｵifっ弁屑才〒券1ゞかい少去け 債権者

一

》
王
とができなく

Ｌ
》
，

舎炉

なっ たとき 進

●

同様
一
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(対大臣｡同天国同政務官）
5月9日（火）参・法務委

民事局作成

古川俊治議員（自民）

12問 「債権法改正」を躯うのであれば，不法行為法
の抜本的改正も行うべきではないか,また， この
改正をせず，債権法の改正を先行させた理由は何
か，法務副大臣に問う。

〔改正-に向けた議論の蓄積〕

･債権法の改正については，民法の施行（明治31年）

･～ から100周年となる平成10年ころ以降，私法学会等

bi二おいて，改正の必要性とその内容に関する研究報告等
が活発に行われるようになった｡

。 これらの研究報告等は，債権法の中でも契約関係の規

定を中心に改正提言を行うものが多く，契約関係の規定

については改正に向けた検討作業の土台となり得るよ

うな議論の蓄積が進んでいたということができる(注
『

I

1） 。

(注1）平成10年（1998年）の私法学会において開催された，シン

ポジウム「民法100年と債権法改正の課題と方向」は，契約関係の

規定について改正提言を行うものであり，平成21年に｢民法(債権

法）改正検討委員会」がとりまとめた「債権法改正の基本方針」も，

契約関係の規定に関する改正提言を行うものであった。

‘ これに対して，委員御指摘の不法行為関係の規定につ

C

いてはこれまで改正に向けた具体的な議論の蓄積が

必ずしも十分にあったわけではない（注2）。

(注2）

成2

題」

不法行為関係の規定の改正に関する学会からの提言としては，平

7年の私法学会において，シンポジウム「不法行為法の立法的課

が開催されている。

'



〔契約関係の規定を中心に〕

。 こうした状況を踏まえた上で；改正作業の分量をも考

盧して,平成21年に法務大臣が法制審議会に対して債

権法の改正に係る諮問を行った際に， 「契約に関する規

定を中心に見直しを行う必要がある」とされ(注S) ,

今般の民法改正案も,契約関係の規定の改正を中心とす

る内容となったものである。

(注3）本改正に係る法制審議会への諮問（第88号）の内容

「民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について，同法制定以

来の社会．経済の変化への対応を図り,国民一般に分かりやすいもの
とする等の観点から，国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契

歩

○

と思われるので，そ

の要綱を示されたい。 」

〔今後の検討〕

・ もつとも，法務省としても,不法行為関係の規定の全

般的な見直しは,今後の重要な検討課題であると認識し

ており，関係各方面における議論の進展をも注視しつ

つ,適切に対処してまいりたい。
C

【責任者:民事局中辻参事官内線■■携帯電話一

2

、



平成29年5月9日（火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

13問中間試案では，契約の付随義務及び保護義務，信
義則等の適用に当たっての考慮要素，契約交渉の不当
破棄, ．契約締結過程における情報提供義務などの規定
を設けることが考えられていたが， これらが設けられ

なかったのは， どのような議論の結果であるのか，法
務当局に問う。

(答）

Ⅱ 嘉藤雲驍漂鞍憲の義務等(注,)は,いずれも
現行法第1条第2項の定める信義則等を根拠として，個別の

事案に応じて認められることがある。

しかし，いずれの義務等も，現行法第1条第2項等の規定

からこれを読み取ることは容易でないためウ民法を国民一般

にわかりやすいものとする観点から，規定を設けることが検
討されたものである（注2） 。

℃

＃

2規定を設けるこ､ととし.なかった理由
/ 、

もっとも，それぞれの義務等について明文の規定を設ける

IO宗碁蟇享壼謡是嚇毒筐'冠､副壺言潅震菫響
るかをめぐっては関係各界の意見が厳しく対立することとな

った。他方で，実務における今後の運用を制約しない程度の

抽象的な要件を定めることも考えられたが,そうなると国民
一般への分かりやすさに資するかは疑問であり,規定を設け

ることにより，かえって無用な紛争が増加するといった懸念

も生じた（注3） 。

そこで，改正法案においては，委員御指摘のそれぞれの義

務等に関する規定を設けることはせず,引き続き,個別の事
案に応じ，現行法第1条第2項等による対応に委ねることと

＝

－1－



したものである。
一

(注1）それぞれの義務等について

○付随義務

付随義務とは,契約の一方当事者が,個別に合意をしていなくとも，
相手方が契約によって得ようとした利益を得ることができるようにす
るために必要と認められる行為をしなければならない義務をいう。例．

えば，商品の売主は，商品を引き渡すという本来の義務を負うほか，

契約に特別の定めがなくとも，商品の適切な使い方を説明すべき義務

を負うことがあるとされるが，この場合の説明すべき義務が付随義務

といわれるものである。
ノ

最判平成17年9月16日では,マンションの売買契約上の付随義

務として，マンションの売主が買主に対して防火戸の電源スイッチの

位置・操作方法等を説明する義務を負っていたと認定されている。ま

た，最判平成17年7月19日では，金銭消費貸借契約の付随義務と

して,貸金業者が債務者に対して取引履歴の開示義務を負うとされて

いる。

』

○

○保護義務

保護義務とは,契約の一方当事者が,個別に合意をしていなくとも，

相手方の生命，身体，財産等を害しないために必要と認められる行為

をしなければならない義務をいう。例えば，家具の売主は，家具を引

き渡すという本来の義務に加え，契約に特別の定めがなくとも，家具

の搬入の際に買主の所有する他の家具等を損傷してはならない義務を

負うとされる。

判例（最判平成3年10月17日）は，建物賃貸人の失火による火

災で賃貸建物内の賃借人の衣料品類が焼失した事案において,衣料品
類の焼失による賃借人の損害について,賃貸人は信義則上債務不履行

に基づく損害賠償義務を負うとしている｡賃貸借契約そのものからは，

賃貸人は，賃借人の所有物を損傷してはならないという義務は生じな

いことから，この裁判例は，保護義務を認めたものと評価することが

可能である。

〃

｡
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1

○信義則等の適用に当たっての考慮要素とは

契約の当事者間に情報や交渉力の格差がある場合には,当事者間の
衡平の実現を目的とする基本原則である信義誠実の原則(現行法第1
条第2項）や権利濫用の法理（同条第3項）等の適用に際してウその
格差の存在が考慮されることがある。例えば，当事者間に情報の質や

量に格差があり，これを放置することが適当ではないときには，信義

則を根拠として,当事者の一方に情報提供義務が課されることがある。

○契約交渉段階の不当破棄とは

契約の交渉中である当事者の一方は,契約の成立が確実であると信

じたにもかかわらず,交渉を不当に破棄されたことにより相手方が損

害を受けた場合には，その損害を賠償する責任を負うことがある。
例えば，歯科医院用のマンションの売買契約に際して，買主の態度

から売買契約の締結が確実であると信じた売主が電気設備等の整備に

費用をかけたにもかかわらず，買主が契約の締結を拒んだ事案におい

て，売主に生じた損害を賠償する責任を買主が負うとした判例（最判

昭和59年9月18日）がある｡

b

一

○契約締結過程における情報提供義務とは

契約の交渉中である当事者の一方が，相手方に対して契約を締結す

るか否かの判断に影響を与える一定の事項について説明をしなかった

ことにより相手方が損害を受けた場合には，当事者の一方が損害を賠

償する責任を負うと解される場合がある。そのような場合に，契約交

渉の当事者は,相手方に対して契約締結過程の情報提供義務を負うと

いわれる。

例えば，マンションの売買契約において，売主が契約締結前に，隣

地に眺望や日照を妨げる建物が建設される可能性を知っていた場合や，
これを容易に知り得た場合には，売主は，これを調査・説明する義務

を負うことがあり，この義務に違反したときは買主に生じた損害を賠

償する責任を負うとした裁判例(札幌地裁昭和63年6月28日)や，

コンビニエンスストアのフランチャイズ契約において，フランチャイ

℃
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ザーは出店予定者に,売上や収益の予測等の出店の判断材料となる情
報を適時，適切に提供する義務があるとした裁判例（福岡高判平成1
8年1月31日）等がある。

ー

(注2）民法（債権関係）の改正に関する中間試案（関係部分）
（平成25年2月26日決定）

ｂ
、
り
ｊ
Ｊ
ｆ
ｂ
ｌ

第26契約に関する基本原則等

3 付随義務及び保護義務

（1）契約の当事者は， 当該契約において明示又は黙示に合意され

ていない場合であっても，相手方が当該契約によって得ようと

した利益を得ることができるよう， 当該契約の趣旨に照らして

必要と認められる行為をしなければならないものとする。

（2）契約の当事者は， 当該契約において明示又は黙示に合意され

ていない場合であって．も， 当該契約の締結又は当該契約に基づ

く債権の行使若しくは債務の履行に当たり，相手方の生命，身

体，財産その他の利益を害しないために当該契約の趣旨に照ら

して必要と認められる行為をしなければならないものとする。

（注）これらのような規定を設けないという考え方がある。

C

4信義則等の適用に当たっての考慮要素

消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約）のほか，

情報の質及び量並びに交渉力の格差がある当事者間で締結される契

約に関しては，民法第1条第2項及び第3項その他の規定の適用に

当たって，その格差の存在を考慮しなければならないものとする。
（注）このような規定を設けないという考え方がある。またう 「消

費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)のほか,」
という例示を設けないという考え方がある。

C

、

第27契約交渉段階

1 契約締結の自由と契約交渉の不当破棄

－4－



〔

契約を締結するための交渉の当事者の一方は，契約が成立しなか

った場合であっても， これによって相手方に生じた損害を賠償する

責任を負わないものとする。ただし，相手方が契約の成立が確実で
あると信じ，かつ，契約の性質， 当事者の知識及び経験，交渉の進

捗状況その他交渉に関する一切の事情に照らしてそのように信ずる

ことが相当であると認められる場合において,その当事者の一方が，

正当な理由なく契約の成立を妨げたときは，その当事者の一方は，

これによって相手方に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

（注)‘このような規定を設けないという考え方がある。

ー

0 2 契約締結過程における情報提供義務

契約の当事者の一方がある情報を契約締結前に知らずに当該契約

を締結したために損害を受けた場合であっても，相手方は，その損

害を賠償する責任を負わないものとする6ただし，次のいずれにも

該当する場合には，相手方は，その損害を賠償しなければならない

ものとする。

（1）相手方が当該情報を契約締結前に知り，又は知ることができ

たこと。

（2）その当事者の一方が当該情報を契約締結前に知っていれば当

該契約を締結せず，又はその内容では当該契約を締結しなか

ったと認められ,かつ，それを相手方が知ることができたこ
と。

（3）契約の性質， 当事者の知識及び経験，契約を締結する目的，

契約交渉の経緯その他当該契約に関する一切の事情に照ら
し，その当事者の一方が自ら当該情報を入手ずることを期待

・ することができないこと。
（‐

(4)その内容で当該契約を締結したことによづて生ずる不利益を

その当事者の一方に負担させることが，上記(3)の事情に照
らして相当でないこと

（注）このような規定を設けないという考え方がある。

0

ハ
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(注3）信義則等の適用に当たっての考慮要素については,情報の質
や量等の格差以外にも様々なものがあるにもかかわらず，格差のみを

取り上げて規定を設けるのは適当でないという考え方や，対等な私人

間を前提として規定を設ける民法に当事者間の格差に着目した考慮要

素を明示することは相当ではないという考え方もあり，特に事業者側

（日本経済団体連合会， 日本商工会議所等）から, このような規定を

設けることについての強い反対意見があった夕
契約交渉段階の不当破棄については，規定を設けてしまうと， これ
までの裁判例で損害賠償義務が認められた事案よりも適用範囲が広く
解釈され,自由な交渉を萎縮させるおそれがあるのではとの考え方や,

抽象的な要件の規定を設けることによって，濫用的な主張が増えるの(○
ではという考え方があった。

℃

が

、
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平成29年5月9日 （火）
古川俊治（自民）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

14問民法第724条の20年の期間制限を消滅時効と
:改めたことによって,権利濫用の法理が適用されるとi
いうことであれば，今回の改正においてその点につい
て規定を設けるべきではなかったのか，法務当局に問
う｡

（答）

1 20年の権利消滅期間に関して権利濫用などの主張が可能
となること

改正法案においては，不法行為による被害者の保護を図る
観点から，判例がその性質を除斥期間と解している長期20
年の消滅期間について， これを消滅時効期間と改めることと

している。これにより，被害者は， （時効の中断･停止を再
構成した）時効の完成猶予・更新の規定の適用を受けること
が可能となるほか,加害者による時効の援用が権利濫用であ
るなどと主張することも可能となり，これにより個別の事案
に応じた被害者保護が進展することが期待されているところ

である（旨の答弁をしたことは,委員ご指摘のとおり） （注)。

ダ

C

2権利濫用などの主張が認められるのは例外的な場面である
こと

もっとも，加害者による時効の援用が権利濫用とされるの

は，例えば，加害者が長期間にわたって被害の発生を隠蔽す
る工作をしていたなど，加害者の権利主張が正義に反すると

考えられるような例外的な場面に限られる。

℃

3権利濫用の法理が適用されることを規定していない理由

このような例外的な場面であるかどうかは，個々の事案の

特性，立証の程度，加害者の行動・態様等を総合勘案して判
断せざるを得ないものであり，一定の要件を定めるのではな

－ 1－



く，一般条項の適用に委ねるのが適切であると考えている。
タ

(注） 別添資料（平成29年4月25日参議院法務委員会議事録）

参照 ‘

(参照条文）

（○

{○

－2－

改正案
｡ 申

ゆ む

現行
● ● ｡

（不法行為による損害賠償請求権の消

減時効）
Be a

第七百二十四条王法行為による損害賠

償の請求権は、次に掲げる場合には虻

時効によって消滅する｡

一
一 被害者又はその法定代理人が損害

及び加
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

使しな

争

害者を知

いとき。

った時
一

から三年間行
一一

一
一
一
一

ないときb

（人の生命又は身体を宝する不法行為

による損害賠償請求権の消滅時効）

第七百二十四条の二人の生命又は身体
ｐ

一
一
一

け

坐杢迭丘壷進圭_…丞擢里遡

間の制
一

限）
一

第七百二十四条． 不法行為による損害

一
口
鴨
〃
》

つ
一
生

も

て消滅するb不法行

を経過したときも、
｡

(新設）

● ●

｡

榊
一
熊

■

時から二十

ルーョース

●

づ
●

1

●
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29年4月25日法務‘平成

ま
丈
も
っ
と
損
心
都
市
機
能
を
根
本
か
ら
破
壊
す
る
よ

う
な
大
規
模
災
害
な
ど
の
発
生
も
想
定
い
た
し
ま
す
と
、

障
害
が
消
滅
す
る
ま
で
の
期
間
自
体
が
極
め
て
長
期
間
に

わ
た
る
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の

場
合
に
は
二
週
間
と
い
う
期
間
で
は
余
り
に
短
い
と
い
う

“
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
・

他
方
で
、
現
行
法
の
他
の
停
止
事
由
に
お
き
ま
し
て
は
、

こ
れ
は
夫
婦
間
の
権
利
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
法
定
代
理

人
の
い
な
い
未
成
年
者
と
い
っ
た
も
の
が
そ
の
例
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
場
合
の
よ
う
に
、
障
害

が
消
減
じ
た
と
き
か
ら
六
か
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は

時
効
は
完
成
し
お
い
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
事
由
は
、
婚
姻
が
継
続
し
て
い
る
期
間
や
未
成
年

者
が
成
年
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
の
よ
う
に
、
類
型
的
に

権
利
行
使
の
障
害
が
極
め
て
長
期
間
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り

ま
す
の
で
、
障
害
の
存
続
す
る
期
間
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
、

権
利
行
使
の
障
害
が
消
滅
し
て
か
ら
時
効
が
完
成
す
る
ま

で
の
猶
予
期
間
も
相
当
程
度
長
く
す
る
の
が
合
理
的
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
公
天
災
な
ど
の
場
合
に
は
、
た
と

え
甚
大
な
被
害
を
生
ず
る
大
規
模
災
害
で
あ
り
ま
し
て
も

権
利
行
使
の
障
害
が
存
続
す
る
期
間
は
、
ま
あ
先
ほ
ど
申

し
上
げ
ま
し
た
も
の
よ
り
は
短
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
障

害
が
消
滅
し
て
か
ら
時
効
が
完
成
す
る
ま
で
の
猶
予
期
間

も
六
か
月
よ
り
は
短
い
期
間
と
す
る
の
が
合
理
的
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
○
．

．
そ
こ
で
、
改
正
法
案
に
お
い
て
は
企
障
害
が
消
滅
し
た

と
き
か
ら
三
か
月
間
を
経
過
ず
る
ま
で
の
間
は
時
効
が
完

成
し
な
い
と
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

○
佐
々
木
さ
や
か
君
こ
の
三
か
月
で
も
足
り
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
こ
の
民
法
と
い
う
の
は
基
本
法
で
あ
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
と
ま
た
異
な
る
期
間
の
特
別
法
を
作
っ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
本
当
に
大
規
模
態
災
害
が
起
こ
っ
た
と
い
う
場
合
に
は

こ
の
時
効
の
期
間
を
ま
た
検
討
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
も

で
き
る
か
と
恩
耐
ま
す
Ｄ

時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
残
り
の
質
問
に
つ
い
て
は

ま
た
次
回
に
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
○

以
上
で
終
わ
り
ま
す
．

Ｏ
委
員
長
萩
野
公
造
君
）
午
後
一
時
に
再
開
す
る
こ

と
と
し
、
休
憩
い
た
し
ま
す
○

午
前
十
一
時
五
十
三
分
休
憩

解
‐
‐
‐
‐
‐
‘
’
‘
’
’
‐
‐
１
‐
‐
昨
‘
Ｉ
Ｉ
Ｏ
●
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
■
日
日
Ⅱ
Ⅱ
８
０
日
Ⅱ
ｉ
Ｕ
Ｉ
８
４

・
午
後
一
時
開
会
．

Ｏ
委
員
長
〔
秋
野
公
造
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
法
務
委
員

会
を
再
開
い
た
し
ま
寺
ろ

・
休
憩
前
に
引
き
続
き
、
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
及
び
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
の
両
案
を
一
括
し
て

議
題
と
し
、
質
疑
を
行
い
ま
竜

質
疑
の
あ
る
方
は
順
次
御
発
言
願
い
ま
式

『

○
仁
比
聡
平
君
日
本
共
産
党
の
仁
比
聡
平
で
ご
ざ
い
ま

〆帝

℃

丈
今
日
は
、
被
害
者
救
済
と
消
滅
時
効
の
問
題
に
つ
い
て

お
尋
ね
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
ｂ

午
前
中
も
御
答
弁
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
消
滅
時
効

と
い
う
の
は
、
時
の
経
過
を
理
由
に
し
て
権
利
を
琴
Ｚ

言
わ
ば
権
利
行
使
を
阻
む
と
い
う
も
の
で
す
．
こ
れ
ま
で

債
権
の
消
滅
時
効
期
間
は
原
則
十
年
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
改
正
案
は
、
お
手
元
に
新
旧
対
照
表
を
お
配
り
し
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
改
正
百
六
十
六
条
の
一
号
で
五
年
、
二

号
で
十
年
と
、
言
わ
ば
原
則
五
年
と
い
う
ふ
う
に
法
文
上

は
読
め
る
わ
け
で
す
ね
ｂ
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
十
年
を
．

一
挙
に
半
分
の
五
年
に
短
縮
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
権
利
者
、
と
り
わ
け
社
会
的
に
弱
い

立
場
に
立
た
さ
れ
る
被
害
者
の
権
利
実
現
を
不
当
に
阻
む

こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
局
長
。

○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
お
答
え
い
た
し
ま
丈

も
ち
ろ
ん
、
原
則
五
年
の
期
間
と
し
て
お
り
ま
す
が
、

あ
わ
せ
て
、
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
踵

知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
十
年
の
期
間
は

な
お
残
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
ま
し
て
、
被
害
と

い
う
お
話
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
生
命
へ
身
体
に
関
す
る
も

の
に
．
つ
き
ま
し
て
は
、
む
し
ろ
現
状
よ
り
も
、
債
務
不
履

行
に
つ
い
て
は
十
年
か
ら
二
十
年
に
延
長
し
、
不
法
行
為

に
つ
い
て
も
短
期
を
三
年
か
ら
五
年
に
延
ば
す
と
い
う
手

当
て
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
．
．

○
仁
比
聡
平
君
今
の
言
わ
ば
時
効
制
度
そ
の
も
の
を
大

℃

、

｡
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、
』
き
く
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
披
毒
署
救
済
が
不
当
に
阻

稿
．
ま
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
御
趣
旨
な
ん
だ
ろ
う

錠
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
い
い
か
と
い
う
こ
と

げ
Ｌ
と
、
併
せ
て
伺
い
ま
す
魂
実
際
か
私
も
弁
護
士
活
動
の

・
時
代
に
、
相
談
に
お
い
で
に
な
る
方
々
が
、
と
り
わ
け
社

，
．
会
的
に
弱
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
方
ほ
ど
時
効
の
言
わ

ば
中
断
§
今
度
の
改
正
案
で
言
う
完
成
猶
予
や
更
新
と
い

・
ぅ
手
順
を
踏
む
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
、
で
す
か
ら
、
相

談
に
来
ら
れ
た
と
き
に
は
時
効
完
成
ぎ
り
ぎ
り
と
か
、
あ

る
い
は
一
見
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
と
い

・
う
事
案
の
相
談
廷
こ
れ
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
と
り
わ
け
複
雑
困
難
な
事
案
、
例
え
ば
医
療
過

誤
や
学
校
事
故
あ
る
い
は
過
労
死
な
ど
の
、
大
き
く
言
つ

て
安
全
配
慮
義
務
違
反
と
い
わ
れ
る
類
型
の
損
害
賠
償
請

求
事
件
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
極
め
て
専
門
的
で
す
し
、

あ
る
い
は
証
拠
を
収
集
す
る
の
も
と
て
も
困
難
と
い
う
中

で
、
裁
判
の
準
備
に
時
間
が
掛
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
や

一
方
で
、
被
害
に
苦
し
み
続
け
て
い
る
と
い
う
中
で
、
経

‐
‐
済
的
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
精
神
的
に
も
権
利
行
使
が
容

務
易
に
で
き
な
い
と
、
そ
う
し
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
被

＃
法
害
者
の
方
蕊
も
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
・

顕
こ
う
し
た
被
壷
皇
君
の
救
済
の
た
め
に
、
先
ほ
ど
民
事
局

座
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
権
利
行
使
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

４
↑
」
と
を
知
っ
た
と
き
と
い
う
五
年
の
時
効
期
間
の
要
件
、
、

年”
起
算
点
で
す
ね
、
あ
る
い
は
生
命
、
身
体
の
侵
害
に
対
す

賊
る
十
年
を
二
十
年
に
延
ば
す
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
不

法
行
為
の
場
合
、
こ
れ
ど
ん
な
ふ
う
に
被
害
者
の
救
済
が

図
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。

Ｏ
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
．
ま
ず
冒
頭
甲
し
ま
し

た
の
は
、
五
年
の
原
則
的
な
期
間
は
採
用
す
る
一
方
で
、

生
命
、
身
体
に
対
す
る
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
へ
む
し
ろ

時
効
期
間
に
つ
い
て
は
手
厚
い
対
策
を
取
っ
た
と
い
う
と

こ
ろ
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

＆
●
●

そ
れ
か
ら
、
例
え
ば
御
指
摘
あ
り
ま
し
た
説
明
羨
務
違

反
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
は
？
五
年
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
．

を
ど
う
考
え
る
が
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
債
権
者

に
ど
の
よ
う
な
認
識
が
あ
れ
ば
債
権
者
が
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う
の
が
こ
の
五
年

の
起
算
点
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
と
言
え
る
か
が
問
題
に

な
る
わ
け
で
す
が
、
説
明
義
務
違
反
の
有
無
は
当
事
者
の

属
性
や
契
約
に
至
る
経
緯
荘
ど
を
総
合
考
慮
し
、
安
全
配

慮
義
務
の
有
無
な
ど
に
つ
き
ま
し
て
も
当
事
者
が
従
事
し

・
た
職
務
の
内
容
や
危
険
性
な
ど
の
事
情
を
総
合
考
慮
し
て

判
断
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
た
め
、
単
に
損
害
を
被
っ
た

一
こ
と
を
認
識
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
債
権
者
に
お
い
て

債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
行
使
す
る
↑
」
と

は
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
・
こ
う
い
う
理
解
言
」
ざ

い
ま
十
や
⑩
，

●
へ

そ
う
い
う
観
点
か
ら
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠

償
請
求
権
の
三
年
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
で
あ
り
ま
す
被

害
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
損
害
及
び
加
害
者
を
知
っ

■
ｂ
《

た
と
き
の
解
釈
に
お
い
て
、
判
例
は
、
一
般
人
で
あ
れ
ば

○

当
該
加
害
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
足
り
る
事

実
を
被
害
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の

立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
て
お
り
ま
す

の
で
、
こ
れ
を
参
考
に
い
た
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
上

げ
ま
し
た
説
明
義
務
で
す
と
か
あ
る
い
は
安
全
配
慮
義
務

に
違
反
し
た
場
合
に
つ
き
ま
し
て
は
、
債
務
不
履
行
菰
生

じ
て
い
る
と
判
断
す
る
に
足
り
る
事
実
を
知
っ
て
い
た
こ

と
、
こ
れ
が
記
塞
募
点
に
つ
い
て
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
ふ

ぅ
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
う
い
っ

た
解
釈
論
も
含
め
て
、
被
害
者
の
保
護
に
資
す
る
も
の
と

ぃ
ぅ
ふ
う
に
考
え
て
お
風
ま
充

○
仁
比
聡
平
君
ま
ず
、
生
命
、
身
体
の
侵
害
に
対
し
て

は
二
十
年
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
厚
い
保
護
を
図
っ
た

の
だ
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
、
今
起
算
点
の
お
話
が

あ
り
ま
し
た
。

現
行
法
、
こ
の
旧
条
文
に
あ
る
よ
う
に
、
．
こ
れ
ま
で
の

債
権
の
十
年
の
消
滅
時
効
の
起
算
点
と
い
う
の
は
、
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
か
ら
進
行
す
る
と
い
う

ふ
う
に
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
改
正
案
の
二
号
に
言
わ
ば

移
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
、

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
か

ら
と
い
う
起
算
点
に
基
づ
く
五
年
と
い
う
艤
効
が
今
度
言

わ
ば
新
設
さ
れ
る
と
、
あ
る
い
は
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ

ま
で
も
、
こ
の
現
行
法
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
き
と
い
う
の
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
。
こ
れ
凡
被
害

C

、

1
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者
救
済
の
た
め
の
判
断
が
様
々
な
裁
判
で
積
み
重
ね
ら
れ

て
き
た
わ
け
で
す
や

こ
れ
一
々
申
し
上
げ
な
く
て
も
局
長
よ
く
御
存
じ
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
新
設
さ
れ
る
権
利
を
行
使
で
き
る
こ
と

を
知
っ
た
と
き
か
ら
五
年
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
、
端
的

に
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
被
害
者
救
済
よ
り
も
狭
い
あ

る
い
は
起
算
点
が
遅
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
時
効

の
完
成
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
被
害
者
に
有
利
に
働
く
と
、

そ
う
い
う
よ
う
な
理
解
で
い
い
ん
で
ず
か
。

○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
た
だ
い
ま
の
理
解
で

よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
ｂ

Ｏ
仁
比
聡
平
君
そ
こ
で
、
一
つ
前
の
局
長
の
答
弁
で
、

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
と
は
何
か
と
い
う

御
答
弁
の
中
で
、
一
般
的
に
義
務
違
反
が
あ
っ
た
、
債
務

不
履
行
が
あ
っ
た
、
。
つ
ま
り
、
誰
が
ど
ん
な
義
務
に
違
反

し
た
の
か
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
ど
ん
な
違
法
な

仕
打
ち
を
受
け
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
だ
け

で
は
、
こ
れ
直
ち
に
権
利
行
使
が
期
待
す
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
理
解
だ
と
思
う
ん

で
す
よ
。
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
つ
ま
り
、
一

般
人
で
あ
れ
ば
違
法
で
あ
る
こ
と
の
認
識
は
あ
っ
て
も
そ

れ
で
権
利
行
使
承
で
き
る
と
い
え
そ
う
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
と
。

少
し
具
体
的
に
伺
っ
た
方
が
い
い
か
と
思
う
ん
で
す
填

昨
年
の
五
月
の
二
十
六
日
に
も
｝
」
の
委
員
会
で
私
取
り
上

げ
た
事
件
な
ん
で
す
が
、
北
海
道
の
釧
路
で
性
虐
待
、
性

暴
力
に
垂
っ
て
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
発
症
し
た
と
い
う
女
性
が
、

そ
の
直
接
の
加
害
行
為
が
ら
す
れ
ば
二
十
年
以
上
た
っ
て

提
訴
を
す
る
と
い
う
事
件
に
．
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
が
、

除
斥
期
間
な
ど
の
適
用
は
認
め
ず
に
、
こ
の
被
害
者
の
権

利
を
認
め
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
す
℃
少
し
紹
介
し
ま

す
と
、
女
子
が
三
歳
か
ら
八
歳
と
い
う
幼
少
の
時
期
に
叔

父
か
ら
性
的
虐
待
を
受
け
続
け
た
と
。
中
学
生
の
と
き
に

そ
の
性
的
な
意
味
に
気
付
い
て
、
け
れ
ど
も
既
に
離
人
症

あ
る
い
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
発
症
し
て
い
た
。
高
校
生
の
と
き

腿
は
摂
食
障
害
が
始
ま
っ
て
、
け
れ
ど
そ
の
加
害
者
で

あ
る
と
こ
ろ
の
叔
父
に
対
し
て
詠
え
て
出
る
と
い
う
こ
と

は
ず
っ
と
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
方
は
三
十
代

に
な
っ
て
う
つ
病
を
発
生
す
る
、
こ
う
し
た
性
的
虐
待
の

被
害
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
、
解
離
性
障
害
、
う
つ
病
な
ど

の
重
篤
な
精
神
的
障
害
を
受
け
な
が
ら
、
や
っ
と
訴
え
て

出
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
二
十
年
以
上
を
経
過
し
て
い
た

と
い
う
事
案
な
ん
で
す
ね
。

改
正
案
に
よ
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
現
行
法
に
基
づ
い
て

も
こ
う
し
た
事
案
が
権
利
の
行
使
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い

う
の
は
こ
れ
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ

れ
ど
う
考
え
た
ら
い
い
ん
で
す
か
、
局
鳧

○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
御
指
摘
が
あ
り
ま
し

た
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
よ
う
な
場
合
被
害
者
の
保
護
を
図
る
必

要
の
非
常
に
高
い
事
案
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
お
り

ま
す
℃現
行
法
の
下
に
お
き
ま
し
て
も
公
そ
う
い
っ
た
も
の
を

C

発
症
す
る
こ
と
に
よ
る
損
害
は
、
そ
の
損
害
の
性
質
上
加

害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
た
後
に
発

生
ｕ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
一
般
的
だ
と
思
わ
れ

ま
す
の
で
、
こ
う
い
っ
た
点
を
理
由
に
、
現
行
法
で
す
と
・

こ
れ
二
十
年
間
は
除
斥
期
間
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
除

斥
期
間
の
起
算
点
に
つ
い
て
は
、
今
お
話
が
あ
り
ま
し
た

よ
う
な
加
害
行
為
そ
の
も
の
の
時
点
で
は
な
く
ハ
そ
の
病

気
が
発
症
し
た
時
点
で
あ
る
と
す
る
裁
判
例
が
ご
ざ
い
ま

し
て
、
そ
の
結
論
を
最
高
裁
も
是
認
し
て
い
る
も
の
と
承

知
し
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
形
で
解
釈
論
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
改
正
法
案
の
下
で
も
こ
う
い
っ
た
下
級
審
の
考

え
方
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え

て
お
り
ま
す
ｐ

ｅ
仁
比
聡
平
君
今
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
、
被
害
卜
損
害

の
実
情
や
あ
る
い
は
性
質
、
こ
こ
を
し
っ
か
り
具
体
的
に

見
て
こ
れ
ま
で
も
起
算
点
の
判
断
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ

て
き
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

関
連
し
て
、
法
制
審
の
議
論
で
、
ち
ょ
っ
と
局
長
、
具

体
的
に
通
告
し
て
い
な
い
の
で
私
の
方
で
読
み
上
げ
ま
す

け
れ
ど
も
、
時
効
制
度
の
設
計
に
当
た
っ
て
、
平
成
二
十

五
年
の
十
月
二
十
九
日
付
け
な
ん
で
す
が
、
民
法
（
債
権

関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
案
の
た
た
き
台
（
四
）
と

い
う
の
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
、
生
命
身

体
等
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
こ
ん
な

ふ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
ん
で
丈
債
権
者
霧
篝
曇
宣
は
、
。

C
心

Ｉ

一

－25－ 参議院記録部

今

3



平成29年4月25日
●

法務
【未定稿】

通
常
の
生
括
を
湛
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
陥
り
、
物
理

的
に
も
経
済
的
に
も
精
神
的
に
も
平
常
時
と
同
様
の
行
動

を
取
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
状
況
に
な
る
こ
と
、
と
い

っ
た
認
識
が
共
有
さ
れ
て
、
言
わ
ば
、
私
流
に
言
う
と
、

被
害
実
情
を
考
慮
に
入
れ
た
議
論
と
い
う
の
が
な
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
得

今
度
の
改
正
案
の
趣
旨
に
流
れ
て
い
る
の
も
こ
う
い
う

考
え
方
と
い
う
こ
と
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
・
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た

・
よ
う
に
、
生
命
身
体
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
誇

雲
」
ざ
い
ま
し
て
、
今
御
指
摘
の
あ
っ
た
よ
う
な
考
え
方

が
基
本
的
な
ベ
ー
ス
に
な
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
○

○
仁
比
聡
平
君
同
様
の
趣
旨
を
、
著
名
な
筑
豊
じ
ん
肺

事
件
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
最
衰
讓
判
決
で
は
、
現

行
法
は
不
法
行
為
の
と
き
か
ら
二
十
年
を
経
過
し
た
と
き

も
同
様
と
す
る
と
い
う
、
七
百
二
十
四
条
の
後
段
を
除
斥

期
間
と
最
高
裁
が
解
し
て
い
る
な
ど
と
い
っ
て
、
こ
の
不

法
行
為
の
と
き
と
い
う
の
は
い
つ
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

に
な
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
蕊
こ
の
筑
豊
じ
ん
肺
事

件
に
お
い
て
は
、
じ
ん
肺
と
い
う
の
は
、
体
に
じ
ん
か
い

が
蓄
積
す
る
、
そ
の
場
合
に
人
の
健
康
を
害
す
る
こ
と
に

な
る
と
い
２
そ
う
い
う
物
質
で
あ
る
し
、
・
一
定
７
潜
伏

期
間
が
経
過
し
た
後
に
症
状
が
現
れ
る
損
害
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
性
質
上
加
害
行
為
が
終
了
し
て
か
ら
相
当
の
期

間
が
経
過
し
た
後
に
発
生
す
る
と
。
だ
か
ら
、
起
算
点
は

そ
の
損
害
の
全
部
か
又
は
一
部
が
発
生
し
た
と
き
に
こ
れ

｛

は
始
ま
る
も
の
と
考
え
る
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
趣
旨
の
判
ま
せ
ん
か
。
、

決
を
し
て
い
る
わ
け
で
玄
そ
の
先
ほ
ど
の
お
話
の
流
れ
で
は
、
時
効
の
起
算
点
の

つ
ま
り
、
ち
ょ
っ
と
改
め
て
確
認
す
る
と
、
こ
の
改
正
問
題
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
の
時
効
の
起
算
点
を

案
で
の
時
効
の
起
算
点
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
被
害
の
実
考
え
る
だ
け
で
解
決
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は

情
、
性
質
に
応
じ
て
し
っ
か
り
と
具
体
的
に
判
断
し
て
い
・
な
い
の
か
。
そ
れ
を
除
斥
期
間
だ
と
言
っ
て
門
前
払
い
す

か
な
き
や
い
け
な
い
ん
だ
と
、
こ
う
い
う
考
え
方
で
い
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の

ん
で
し
ょ
う
か
。
・
．
・
が
。
こ
こ
は
ど
皇
言
え
た
ら
い
い
ん
で
し
よ
え

Ｏ
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
今
御
指
摘
い
た
だ
き
Ｏ
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
除
斥
期
間
の
一
般
的

ま
し
た
点
は
、
ま
さ
に
現
行
法
で
も
解
釈
飴
と
し
て
そ
う
な
問
題
点
と
さ
れ
る
の
は
Ｐ
例
え
ば
中
断
、
停
止
と
い
つ

い
う
考
え
方
が
し
ば
し
ば
判
例
、
裁
判
例
に
取
ら
れ
る
と
、
た
方
法
が
取
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
の
と
と
も
に
、
時
期
の

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
っ
た
解
釈
論
に
つ
い
て
経
過
に
よ
っ
て
客
観
的
に
も
う
確
定
さ
せ
て
し
ま
う
と
い

は
改
正
法
案
の
下
で
も
特
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
例
え
ば
援
用
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
の
が

う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
玄
考
え
方
で
、
考
え
方
と
い
い
ま
す
麹
制
度
の
説
明
で
ご

Ｏ
仁
比
聡
平
君
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
の
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
事
ざ
い
ま
す
が
、
今
回
は
二
十
年
の
不
法
行
為
の
消
滅
期
間

件
で
す
が
、
一
審
釧
路
地
裁
は
、
こ
れ
は
除
斥
期
間
を
超
に
つ
き
ま
し
て
は
除
斥
期
間
で
は
な
い
と
い
う
整
理
を
し

え
て
峨
訂
か
ら
権
利
は
消
滅
し
て
い
る
と
言
っ
て
門
前
払
て
、
消
滅
時
効
と
い
う
ふ
う
に
考
そ
て
お
り
ま
す
○

い
し
た
わ
け
で
す
よ
。
現
に
裁
判
所
は
そ
う
い
』
つ
判
決
を
し
た
が
い
ま
し
●
て
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
こ
つ

し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
、
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ

“
こ
れ
、
局
曇
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
が
早
く
発
症
す
る
、
あ
る
い
ん
の
で
、
例
え
ば
仮
に
二
十
年
経
過
す
る
ま
で
と
い
う
こ

は
、
こ
の
釧
路
の
方
で
あ
れ
ば
三
十
代
に
な
っ
て
う
つ
病
と
で
あ
れ
ぱ
へ
従
来
の
中
断
の
手
法
を
取
る
こ
と
が
で
き

》
ｐ
●
■
■
６

が
発
症
し
て
い
ま
ま
か
ら
、
そ
こ
か
ら
起
算
点
を
捉
え
た
ま
す
し
、
二
十
年
経
過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
時
効
を
援

と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
、
高
等
裁
判
所
が
。
け
れ
用
す
る
場
合
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
権
利
濫
用
で
あ

ど
も
、
も
っ
と
ひ
ど
い
加
害
行
為
が
あ
っ
で
ひ
ど
い
症
・
る
と
か
信
義
則
違
反
と
い
っ
た
主
張
が
可
能
と
な
る
と
い

状
が
早
く
に
固
定
し
て
い
た
ら
、
そ
し
た
ら
時
効
期
間
が
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
う
い
つ
た
も
の
全
体
で
被

阜
く
に
完
成
し
て
し
ま
っ
て
加
害
者
が
早
く
免
責
さ
れ
て
害
者
保
護
に
資
す
る
も
の
と
今
回
の
制
度
を
考
え
て
い
る

し
ま
う
と
。
こ
れ
ち
ょ
っ
と
、
と
て
も
不
条
理
じ
ゃ
あ
り
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
や
，

b

●
●
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１
４
○
仁
比
聡
平
君
今
局
長
が
最
後
の
辺
り
で
お
つ
し
や
つ

稿
た
、
つ
ま
り
、
加
害
者
側
が
時
効
で
あ
る
か
ら
権
利
は
認

綻
め
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る
、
こ
の
こ
と
を
援
用
と
法
律
用

ｒ
Ｌ
語
で
言
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
れ
ま

で
は
、
二
十
年
以
上
た
っ
て
い
た
ら
、
時
の
経
過
に
よ
っ

て
権
利
は
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
ん
な
ひ
ど

い
加
害
者
も
そ
の
時
効
を
使
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
今
度
の
法
改
正
で
そ
う
し
た

除
斥
期
間
毎
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
ん

だ
と
い
う
御
趣
旨
の
御
答
弁
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
．

、
そ
う
す
る
と
、
実
際
に
事
件
が
裁
判
所
に
か
か
っ
た
と

き
の
裁
判
が
ど
う
な
る
か
、
ち
ょ
っ
と
局
長
に
お
尋
ね
し

，
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
は
、
二
十
年
た
っ
て
い
た
ら
、

も
う
こ
れ
は
門
前
払
い
と
い
う
こ
と
で
、
具
体
的
な
権
利

の
濫
用
だ
と
か
、
そ
の
や
り
方
は
信
義
に
反
す
る
じ
ゃ
な

い
か
と
い
う
事
実
の
主
張
そ
の
も
の
が
実
際
に
は
認
め
ら

。
‐
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の

法
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
そ
ん
な
ふ
う
な
形
で
門
前
払

．
い
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
裁
判
所
は
当
然
に
、
権
利

務
の
濫
用
で
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
信
義
則
違
反
で
は
な

法
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
主
張
、
立
証
す
る
場
に
な
る
、
判

顕
断
す
る
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

犀
○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
従
来
は
、
二
千
年
の

鐸
消
滅
期
間
に
つ
い
て
は
、
除
斥
期
間
で
あ
り
、
権
利
濫
用

率
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
ま
し
た
た
め
に
、

軸
権
利
濫
用
に
つ
い
て
の
審
理
を
せ
ず
に
請
求
を
棄
却
す
る

。
○

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
改
正
法
案
に
お
い
て

は
、
二
十
年
の
消
滅
期
間
に
つ
い
て
も
権
利
濫
用
な
ど
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
ま
す
の
で
、
権
利
濫

用
に
つ
い
て
の
審
理
を
せ
ず
に
請
求
を
棄
却
す
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
く
な
る
と
解
さ
れ
ま
す
○

○
仁
比
聡
平
君
》
裁
判
の
あ
り
よ
う
は
も
う
大
き
く
変
わ

る
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う

ん
で
す
ね
。

．
先
ほ
ど
来
の
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
よ
う
な
事
件
で
い
い
ま
す
と
、

こ
れ
は
家
族
の
中
で
起
こ
っ
た
事
件
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
な
お
権
利
行
使
は
難
し
い
わ
け
で
す
ね
。
少
な
ぐ
と

も
、
被
害
者
本
人
が
成
人
し
た
、
あ
る
い
は
親
の
支
配
か

ら
完
全
に
独
立
し
た
、
自
立
し
た
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な

要
素
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
を
、
こ
れ
、
時

効
期
間
な
ど
を
判
断
す
る
上
で
も
重
要
な
判
断
と
す
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
私
思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ
、
局
長
、
御

感
想
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
。

○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
も
ち
ろ
ん
、
権
利
濫

用
で
す
と
か
信
義
則
違
反
と
い
う
の
は
具
体
的
な
事
情
を

前
提
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
家
庭
内
の
事
情

な
ど
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ま
で
の
経
緯
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
も
一
つ
の
考
慮
要
素
に
な
る
こ
と
は
言
え
よ

う
か
と
思
い
ま
す
、

Ｏ
仁
比
聡
平
君
そ
う
し
た
中
で
、
も
う
一
つ
具
体
的
な

事
案
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
皆
さ

ん
も
Ｂ
型
肝
炎
の
被
害
と
い
う
の
は
御
存
じ
だ
ろ
う
と
思

○

い
ま
す
。
こ
の
Ｂ
型
肝
炎
の
病
気
と
し
て
の
性
質
と
言
う

べ
き
こ
と
な
ん
で
し
浜
う
け
れ
ど
も
、
病
状
が
長
く
継
続

す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
旦
落
ち
着
い
て
、
治
っ
た
な
と

・
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
普
通
に
生
活
を
取
り
戻
し
て
い
る
〃

だ
け
れ
ど
も
、
思
わ
ぬ
と
き
に
再
発
す
る
と
い
う
こ
と
も

あ
る
病
気
な
ん
で
す
よ
ね
○
良
く
な
っ
た
り
再
発
し
た
り
．

を
繰
り
返
し
て
、
い
つ
起
き
る
か
分
か
ら
な
い
ウ
イ
ル
ス

の
活
性
化
に
お
び
え
な
が
ら
生
活
す
る
と
い
う
の
が
そ
の

キ
ャ
リ
ア
の
被
害
者
、
患
者
の
皆
さ
ん
の
実
情
だ
と
思
う

ん
で
す
○
こ
れ
、
再
発
し
て
し
ま
う
ど
、
Ｂ
型
肝
炎
の
中

で
も
予
後
が
悪
い
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
苦
し
ま
な
き
ゃ

い
け
な
い
と
。
そ
う
し
た
中
で
仕
事
を
失
い
、
あ
る
い
は

家
族
の
中
で
も
折
り
合
い
が
と
て
も
悪
く
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
よ
う
な
被
害
が
深
刻
に
な
っ
て
、
・
そ
う
し
た
中
で
．

精
神
的
に
落
ち
込
ん
で
う
つ
病
な
ど
に
も
な
る
方
も
あ
る

わ
け
で
す
○

私
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
Ｂ
型
肝
炎
の
再
発
と

い
う
の
は
新
た
な
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
予

測
も
付
か
な
い
状
況
で
そ
う
し
た
被
害
が
発
生
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
、
損
害
賠
償
の
議
儲
で
い
え

ば
別
の
損
害
、
だ
か
ら
蒔
効
の
紀
祷
毛
息
の
関
わ
り
で
い
う

と
、
こ
れ
、
別
に
ち
ゃ
ん
と
解
さ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
と

思
う
ん
で
す
が
、
こ
れ
、
局
長
へ
い
か
が
で
す
か
。
．

Ｏ
咳
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
）
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ

ん
へ
事
実
関
係
あ
る
い
は
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
必
ず

，
し
も
十
分
把
握
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
の
点
に
つ
き

℃

~

』
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●

、
』
ま
し
て
は
ち
ょ
っ
と
お
答
え
を
差
じ
控
え
さ
せ
て
い
た
だ

稿
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
‐
ｊ
・

綻
○
仁
比
職
平
君
こ
れ
、
新
た
な
起
算
点
と
し
て
考
え
な

鯵
Ｌ
き
や
お
か
し
い
ん
で
す
よ
。
事
案
が
個
別
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
そ
れ
は
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

・
被
害
救
済
の
た
め
に
改
正
し
た
と
い
う
今
回
の
法
趣
旨
か
．

。
．
ら
す
れ
ば
、
私
は
こ
の
再
発
と
い
う
の
も
救
済
す
る
の
が

当
然
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ち
よ
・
つ
と
法
案
に
戻
り
ま
す
が
、
七
百
二
十
四
条
の
後

段
、
こ
れ
ま
で
最
高
裁
が
除
斥
期
間
だ
と
解
釈
し
た
こ
と

が
あ
る
こ
の
条
文
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

先
ほ
ど
御
紹
介
し
た
平
成
二
十
五
年
十
月
の
要
綱
案
の
た

た
き
台
（
四
）
で
す
ね
、
こ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
式

「
素
案
（
二
）
は
、
民
法
第
七
百
二
十
四
条
後
段
の
期
間

制
限
が
同
条
前
段
の
消
滅
時
効
と
は
異
な
る
性
格
の
も
の

で
あ
る
と
い
う
解
釈
の
余
地
を
封
ず
る
趣
旨
で
、
「
同
機

と
す
る
」
・
と
い
う
文
言
を
使
わ
ず
に
、
こ
れ
ら
を
各
号
の

・
方
式
で
併
記
す
る
も
の
で
あ
る
○
こ
れ
に
よ
り
、
一
子
年

の
期
間
制
限
が
消
滅
時
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、

中
断
や
停
止
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
信
義
則
や
権
利
濫
用

職
の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
る
妥
当
な
被
害
者
救
済
の

日
可
能
性
が
広
が
る
こ
と
と
な
る
。
」
と
。
今
日
、
局
長
が

５
．
．
彫
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
趣
旨
を
端
的
に
こ
れ
述
べ
て
い
る
ん

鞄
だ
と
思
う
ん
で
す
飛
殆
‐

９

と
す
る
と
、
つ
ま
り
現
行
法
の
こ
の
条
文
も
解
釈
で
、

２軸
最
高
裁
の
平
成
元
年
は
除
斥
期
間
だ
と
言
っ
た
、
け
れ
ど

‐

も
、
学
説
始
め
と
し
て
、
そ
れ
は
お
か
し
い
、
消
滅
時
効

と
解
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
な
ん

で
す
ね
。
こ
の
改
正
前
の
被
害
に
つ
い
て
除
斥
な
の
か
時

効
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
裁
判
官
が
判
断
↑

ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
今
回
の
改
正
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
除
斥
期
間
で
は

な
く
て
時
効
だ
と
考
え
る
の
が
私
は
道
理
あ
る
考
え
だ
と

思
う
ん
で
す
が
、
い
か
が
で
す
か
ｐ

○
政
府
参
考
人
（
小
川
秀
樹
君
改
正
法
案
で
は
、
現

行
法
七
百
二
十
四
条
後
段
の
二
十
年
の
長
期
の
権
利
消
滅

期
間
を
消
滅
時
効
期
間
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
適
用

関
係
見
ま
す
点
改
正
後
の
規
定
は
施
行
日
前
に
二
十
年

の
期
間
が
既
に
経
過
し
て
い
た
不
法
行
為
の
損
害
賠
償
請

求
権
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
こ
う
い
っ
た
も
の
に

は
現
行
法
の
適
用
が
問
題
に
な
り
ま
す
℃

々
御
指
摘
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
判
例
は
現
行
法
七
百
二

■

●

Ｂ

七

十
四
条
後
段
の
二
十
年
の
長
期
の
権
利
消
滅
期
間
は
除
斥

期
間
と
し
て
お
り
ま
す
が
、
改
正
法
案
は
、
こ
の
現
在
の

判
例
を
踏
ま
え
て
検
討
さ
れ
た
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

現
行
法
七
百
二
十
四
条
後
段
の
一
干
年
の
長
期
の
権
利
消

滅
期
間
の
法
的
性
質
が
除
斥
期
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

法
的
に
確
定
さ
せ
る
性
質
の
も
の
で
は
も
と
よ
り
ご
ざ
い
．

ま
せ
ん
●
し
た
淡
い
ま
し
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
現
行
法

に
つ
い
て
の
解
釈
と
い
う
の
は
依
然
と
し
て
い
ろ
い
ろ
と

可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
仁
比
聡
平
君
い
ろ
い
ろ
と
可
能
で
あ
る
と
い
う
、
含

℃

み
の
あ
る
へ
け
れ
ど
大
事
な
御
答
弁
な
ん
だ
と
思
う
ん
で

す
よ
。
法
制
審
の
議
論
で
、
こ
の
期
間
制
限
、
づ
ま
り
七

百
二
十
四
条
後
段
の
期
間
制
限
が
消
滅
時
効
と
は
異
な
る

別
の
性
格
の
も
の
、
つ
ま
貝
除
斥
期
間
で
あ
る
と
い
う

解
釈
の
余
地
を
封
じ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
今
回
の
改
正
や

っ
て
い
る
と
い
う
以
上
、
私
が
申
し
上
げ
る
よ
う
に
、
消

滅
時
効
で
あ
る
と
解
釈
を
し
て
、
現
行
法
を
適
用
し
て
被

害
者
を
救
済
す
る
と
い
う
の
が
道
理
あ
る
裁
判
所
の
態
度

・
だ
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
式
・
幾
つ
か
通
告
を
し
て
い
る
問
い
が
ま
だ
あ
る
ん
で
す
が
、

ち
ょ
っ
と
急
に
大
臣
に
お
尋
ね
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

て
、
私
も
先
ほ
ど
知
っ
た
こ
と
で
す
の
で
通
告
は
し
て
お

り
ま
せ
ん
が
、
前
回
私
が
こ
の
委
員
会
で
取
り
上
げ
ま
し

た
有
明
海
諌
早
湾
干
拓
事
業
を
め
ぐ
る
長
崎
地
方
裁
判
所

の
開
門
差
止
め
と
い
う
判
決
に
対
し
て
、
今
朝
ｙ
山
本
農

水
大
臣
が
控
訴
し
な
い
と
、
つ
ま
り
差
止
め
判
決
を
確
定

さ
せ
る
と
い
う
方
針
を
表
明
し
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す

が
《
大
臣
は
街
存
じ
な
ん
で
オ
か
。
知
っ
て
い
る
か
ど
う

か
で
す
よ
、
大
臣
が
。

○
国
務
大
臣
（
金
田
勝
年
君
）
仁
比
委
員
か
ら
の
突
然

の
、
通
告
の
な
い
質
問
で
ご
ざ
い
ま
す
．
。

御
指
摘
の
諌
早
湾
の
開
門
差
止
め
請
求
訴
訟
の
判
決
に

つ
き
ま
し
て
は
、
判
決
の
内
容
を
精
査
し
て
法
的
な
検
討

を
す
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
と
も
余
分
に
協
議
じ
た
結

果
、
国
と
し
て
は
控
訴
を
せ
ず
、
こ
の
判
決
を
受
け
入
れ

℃
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平成2
古川
9年5月9日 （火）
俊治（自民）

参。法務委員会
対法務当局（民事局）

（答）

1改正の趣旨及び書面の様式
今回の改正法案においては,協議を行う旨の合意による時
効の完成猶予の制度を新設しているが，権利・義務の当事者
間において，何らかの協議が行われたり， あるいは，協議を
行う合意があったというだけで，時効の完成が猶予されるこ
ととすると，事後的に,時効の完成猶予の効果が発生したか
否か等をめぐる紛争が生じ,法律関係が不安定になるおそれ
がある。

そこで，改正法案においては，権利・義務の当事者間にお
いて，権利についての協議を行う旨の合意が，書面又は電磁
的記録でされた場合に限って，時効の完成が猶予されること
としている（第151条第1項・第4項） 。

： このような改正法案の趣旨からすると，ここでいう「書面」
とは， 当事者双方の協議をする旨の意思が表われているもの
でなければならないものと解される。

◎

0

2 医療ADRにおいて協議を行った場合

したがって， ある医療事故をめぐって金銭的解決を求めて
医療ADRの申立てが行われる事案においても (注) ,その
手続の過程などにおいて，例えば， 当事者間で協議を行う旨
の合意をし，かつ，それを書面化しておけば,そのことによ

り，協議を行う旨の合意に基づく時効の完成猶予の効果が発
生するものである。＝

なお，具体的にどのような場合に書面で協議を行う旨の合

土1．－



意がされたと認められるかは，個別具体的な事情によるが,．
例えば，医療ADRの申立書の記載内容によっては，権利に

ついての協議を行うことを相手方に申し入れたと評価し得る
場合もあるど考えられるし， これに対する相手方が提出した

書面に「誠実に協議を行いたい」といった記載があるのであ

れば，協議を行う旨の合意が書面でされたと評価し得る場合
もあると考えられる。

もっとも，先ほど申し上げたように,事後的に完成猶予の

効力が発生したか否かが争いになるおそれもあることから，
協議を行う旨の合意については，明瞭に,書面化しておくの
が望ましいと考えられる。

〃－

℃

(注） 医療ADRにおいては，診療経過や死因などに関する説明を

求める申立ても可能とされているが,このような申立てをウ 「権

利」についての協議の申入れと評価するのは困難であると考え

られる。

(参照条文）

℃

－2－

＝

改正案 現行

（協議を行う旨の合意による時効の完
● ●

成猶予）

第百五十一条権利についての協議を行
凸

*

う旨の合意が書面でされた．ときは、次

に掲げる時のいずれか早い時までの間
0

｡

は、時効は、完成しない。

一
一

過

●

その合

した
－
時

幸
、
『

－
０

力意 あつ
〒一一
た時から一年を経

二その合意において当事者が協議を

｡

(新設）
、

9 9

■ －

I

○



、
ノ
行
Ｌ

L

－3－

2

行う期間（一年に満たないものに限
■

る。）を定めたときは、その期間を

経過した時
〃

一
一
一
一 当事者の一方から相手方に対して

●

－

13
1－－－
ノ

協議の続行を拒絶する旨の通知が書

面でされたときは、その通知の時か
｡ ◆

ら六箇月を経過した時
少

前項の規定により時効の完成が猶予

されている間にされた再度の同項の合
■ 6

口
口
一

､ 0

は、時効の完成が猶予されなかったと

すれば時効が完成すべき時から通じて

孟年を超えることができない。
f ■

催告によって時効の完成が猶予され
■

ている間にされた第一項の合意は、同
c ● 0 口

B ● づ

項の規定による時効の完成猶予の効力

を有しない。同項の規定により時効の

完成が猶予されている間にされた催告

についても、同様とする。

4、
－

F ◆

１
Ｊ

第一項の合意がその内容を記録した

電磁的記録
P

(電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識するこ

I

●

●

６
Ｐ

｡

●
■
色

旬

令

４

伊
９

■
句

。
。
①

『．

､

。

6

６
４

0

0

，

①

●

●
９

①
●
●凸
■



＝

も

C

、

夕

－4－

とができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用

5
－

に枇太豹,ろ＊､のかい弓一 Cl下囿1●、 ｝

に土っで大約,弁シ去吐‐

書面lr士一うで大約.弁＆、 の
■■■■■■■■■

子‘の,会昔時

ルスLナド1 ‐ず

前三項の規定を適用する。皇
9

前項の規定は、第一項第三号の通知

について準用する。

" 口

●

F ●

t o 『

｡ 、 0

● ら


